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議論のたたき台

医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会（第3回）

令和８年7月6日（月） 資料３

注）前回までの議論を踏まえ、今後の議論に資するよう、「議論のたたき台」として事務局において
試みに作成したもの。



これまでの議論を踏まえた地域における養成・確保体制の構築（イメージ）
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